
各務原市契約事務に関する要綱 

（平成元年 3 月 22 日決裁） 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、各務原市契約規則（昭和３９年規則第９号。以下「規則」とい

う。）に定めるもののほか、契約事務の処理にあたり必要な事項について定めるもの

とする。 

（予算執行の伺） 

第２条 規則第７条に定める契約担当者（以下「契約担当者」という。）は、入札又は

随意契約（以下「入札等」という。）による契約（各務原市長期継続契約を締結する

ことができる契約を定める条例（平成１７年条例第５１号）第２条に規定する契約

を含む。）を行うにあたり、あらかじめ各務原市予算の編成及び執行に関する規則（昭

和３９年規則第７号）第１４条に規定する予算執行伺書（以下「予算執行伺書」と

いう。）を作成するものとする。 

２ 所管課は、契約経理課において契約事務を行うべきものについては、予算執行伺

書を送付して、契約経理課に当該事務を依頼するものとする。 

（契約手続執行の伺） 

第３条 契約担当者は、契約手続執行伺書（様式第１号）により、契約方法、入札日

時等を定め、併せて入札等の参加業者を記載した業者選定書（様式第２号）を作成

し、添付するものとする。 

（予定価格の作成） 

第４条 契約担当者は、規則第１０条に基づき、予定価格調書（様式第３号又は様式

第３号の２）を作成する。 

（契約締結の伺） 

第５条 契約担当者は、入札等の終了後、契約締結伺書（様式第４号）により、契約

金額、契約の相手方等を定め、併せて入札等の結果を記録した入札・見積執行調書

（様式第５号又は様式第６号）を作成し、添付するものとする。 

（契約書類の作成の省略） 

第６条 前３条の規定にかかわらず、規則第２７条各号に掲げる場合及び企画総務部

長が認める契約については、次に掲げる書類の作成を省略することができる。 

（１）契約手続執行伺書 
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（２）業者選定書 

（３）予定価格調書 

（４）契約締結伺書 

（５）入札・見積執行調書 

附 則 

この要綱は、平成元年 4 月 1 日から施行する。 

附 則（平成１０年 3 月２４日） 

この要綱は、平成１０年４月１日から施行する。 

附 則（平成１７年１２月２２日） 

この要綱は、決裁の日から施行する。 

附 則（平成１８年３月２４日） 

1 この要綱は、平成１８年３月２４日から施行する。 

2 改正後の各務原市契約事務に関する要綱の規定は、平成１８年度の予算に係る契

約から適用し、平成１７年度の予算に係る契約については、なお従前の例による。 

附 則（平成２０年２月１３日） 

１ この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

２ 改正後の各務原市契約事務に関する要綱第６条の規定は、平成２０年度の予算

に係る契約から適用する。 

附 則（平成２５年３月２５日決裁） 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年９月３０日決裁） 

この要綱は、平成２５年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２６年３月３１日決裁） 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年３月３１日決裁） 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

  附 則（平成３０年３月３０日決裁） 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 



様式第1号(第3条関係) 

（ ）

　８．最低制限価格制度 ・ 低入札価格調査制度

　９．入札保証金

１０．契約保証金

１１．前払金

１２．部分払

１３．参加業者

１４．通知日

１５．その他

有 ・ 無

　６．入札日時

　５．契約方法

　４．設計額等

　３．期限

　２．場所

　１．件名

契 約 手 続 執 行 伺 書

起案責任者

決
　
裁

年度 契約番号

起案日  年　 月　 日 決裁日  年　 月　 日

　７．入札場所

庁内電話

・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の適用

 



様式第2号(第3条関係) 

 

者

設計額等

ランク

場所

電話番号業者番号 業者名（上段）／住　所（下段）

期限

業者数

概要

選定理由

業 者 選 定 書

　　　年度 契約番号 選定日        年　月　日

業種

所属

件名

 



様式第3号(第4条関係) 

（ ）

摘要

件　　名

－

制限比較価格又は基準比較価格 －

最低制限価格又は調査基準価格 －

予定価格

部　長

入札書比較価格

課　長

設計額等

契約番号

起案日 年　月　日 決裁日 年　月　日

決
　
裁

－

－

次　長

予 定 価 格 調 書

起案責任者
庁内電話

 



様式第3号の2(第4条関係) 

（ ）

摘要

件　　名

－

制限比較価格又は基準比較価格 －

最低制限価格又は調査基準価格 －

予定価格

部　長

入札書比較価格

課　長

設計額等

契約番号

起案日 年　月　日 決裁日 年　月　日

決
　
裁

－

－

次　長

予 定 価 格 調 書

起案責任者
庁内電話

失格基準額（税込） －

失格基準額（税抜） －



様式第4号(第5条関係) 

 

（ ）庁内電話

前払金

契約金額 契約保証金

起案日 年　月　日 決裁日 年　月　日

ファイル名

ファイル
管理番号

　年度 契約番号

件名

所属

場所

うち消費税及び地方消費税額

備考

名称

決
　
裁

関連文書番号

契約日

契約業者番号

住所

期間

契 約 締 結 伺 書

起案責任者

 



様式第5号(第5条関係) 

上記の落札・決定の結果は、次のとおり

（1）業者名

（2）予定価格 入札・見積書比較価格

 (3) 最低制限価格又は調査基準価格 制限比較価格又は基準比較価格

（4）落札・決定金額

（5）契約金額

件名

場所

期限

年度 年　月　日契約番号 入札・見積日

入 札 ・ 見 積 執 行 調書

摘要
第3回

入札・見積額
第2回

入札・見積額
第1回

入札・見積額
業　者　名

うち消費税相当額
 



様式第 6 号(第 5 条関係) 

上記の落札・決定の結果は、次のとおり

（1）業者名

（2）予定価格 入札・見積書比較価格

 (3) 最低制限価格又は調査基準価格 制限比較価格又は基準比較価格

 (4) 失格基準額（税込） 失格基準額（税抜）

（5）落札・決定金額

（6）契約金額 うち消費税相当額

業　者　名
第1回

入札・見積額
第2回

入札・見積額
第3回

入札・見積額
摘要

件名

場所

期限

入 札 ・ 見 積 執 行 調書

年度 契約番号 入札・見積日 年　月　日

 


